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問
　
年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
０
）

　
福
祉
医
療
制
度
は
、
加
入
す
る
健
康
保

険
で
医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き
に
、
医

療
費
の
自
己
負
担
分
を
市
が
助
成
す
る
制

度
で
す
。

認
定
に
は
申
請
が
必
要
で
す

　
福
祉
医
療
制
度
の
対
象
は
、
下
表
の
資

格
要
件
を
満
た
す
人
で
す
。
認
定
を
受
け

て
い
な
い
人
は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
は
年
金
医
療
課
・
各
支
所
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
受
給
資

格
者
に
は「
福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
」

ま
た
は「
福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
承
認

通
知
書
」が
交
付
さ
れ
、
医
療
機
関
で
保

険
証
と
一
緒
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
医
療

費
の
自
己
負
担
分
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

福
祉
医
療
制
度
の
利
用
方
法

【
県
内
で
受
診
す
る
場
合
】

　
保
険
証
と
一
緒
に
福
祉
医
療
費
受
給
資

格
者
証
な
ど
を
医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。
自
己
負
担
分
が
無
料
に

な
り
ま
す
。

※
高
額
な
医
療
費
に
な
る
治
療
を
受
け
る

場
合
は
、
健
康
保
険
者
が
発
行
す
る「
限

度
額
適
用
認
定
証
」を
医
療
機
関
に
掲
示

す
る
か
、
電
子
的
確
認
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。
提
示
ま
た
は
電
子
的
確
認
が
な
い
場

合
は
、
一
部
窓
口
で
の
支
払
い
が
生
じ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す

【
県
外
で
受
診
す
る
場
合
】

　
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
医
療
機
関
の

窓
口
で
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
年

金
医
療
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス

課
で
申
請
す
る
と
、
窓
口
で
支
払
っ
た
自

己
負
担
分
が
支
給（
払
い
戻
し
）さ
れ
ま
す
。

ひ
と
り
親
・
重
度
心
身
障
害
者
の

受
給
資
格
者
証
を
更
新
し
ま
す

　
新
し
い
受
給
資
格
者
証
を
７
月
中
に
郵

送
し
ま
す
。
８
月
１
日（
木
）か
ら
は
新
し

い
受
給
資
格
者
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

前
年
の
所
得
状
況
が
分
か
ら
な
い
場
合
は

更
新
で
き
ま
せ
ん
。
所
得
状
況
が
分
か
ら

な
い
人
に
は
、
順
次
通
知
を
発
送
し
て
い

ま
す
の
で
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

重
度
心
身
障
害
者
の
受
給
資
格
者
証
を

持
っ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

　
公
平
性
の
確
保
や
制
度
を
将
来
に
わ
た

っ
て
安
定
的
に
運
営
し
て
い
く
た
め
、
一

定
の
所
得
が
あ
る
人
は
福
祉
医
療
制
度
の

助
成
対
象
外
と
な
り
ま
し
た
。
対
象
外
と

な
る
人
に
は
通
知
し
ま
す
。

福
祉
医
療
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か

福
祉
医
療
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か

医療費の抑制にご協力を
　福祉医療制度でかかる医療費は、皆さんの税金で支払われます。「早期の受
診・治療、薬剤の適正な服用」「重複受診・頻回受診を避ける」「ジェネリック医
薬品を希望する」など、ご協力をお願いします。

対象 資格要件 申請に必要な物
子ども 18歳の誕生日以後の最初の３月31日まで 保険証

ひとり親
①18歳未満の子どもを扶養している母子・父子家庭
②18歳未満の父母のない子ども
　�※①②ともに18歳の誕生日以後の最初の３月31日まで。４月
１日生まれは18歳の誕生日の前日まで

保険証・親の戸籍謄本・所得税の課税状
況が確認できる物（課税年度の１月１日
に本市に住所がない人）・結婚していな
い証明とその日本語訳（外国籍の人）

重度の障害者
（所得基準を
満たす人）

身体障害者手帳１級または２級の人 保険証・身体障害者手帳
障害年金１級の人 保険証・年金証書

特別児童扶養手当１級または２級の人 保険証・特別児童扶養手当証書・認定通
知書または有期認定通知書

療育手帳Ａ判定の人、Ｂ1判定の人、Ｂ２判定で18歳未満の子ども
　�※Ｂ２判定は18歳の誕生日以後の最初の３月31日まで。４月
１日生まれは18歳の誕生日の前日まで

保険証・療育手帳

障害年金１級程度の障害で障害年金を受給できない人 保険証・所定の診断書

精神疾患での
受診者

通院 自立支援医療費の受給者 保険証・自立支援医療受給者証

入院
精神保健指定医により入院加療の必要があると診断され、
本人、配偶者および世帯主の市民税の合計額が２3万5,000�
円未満の世帯に属する人

保険証・本人、配偶者、世帯主および被
保険者の市町村民税の課税状況が確認で
きる物（課税年度の１月１日に本市に住
所がない人）

※課税年度の１月１日に本市に住所がない人は市町村民税の課税状況が確認できる物が必要です

福祉医療制度一覧表

ジェネリック
医薬品

物価高騰対応重点支援給付金を支給します物価高騰対応重点支援給付金を支給します

定額減税補足給付金（調整給付金）を支給します定額減税補足給付金（調整給付金）を支給します

問　子育て支援課・給付金特設窓口（☎27−277６）

問　市民税課・給付金特設窓口（☎27−277６）

【住民税非課税世帯】
対 �　令和６年６月３日時点で、市内に住民登録があ
り、令和６年度住民税非課税世帯の世帯主

￥　１世帯あたり10万円
申　対象者には申請書類を６月下旬に発送しました
【住民税均等割のみ課税世帯】
対 �　令和６年６月３日時点で、市内に住民登録があ
り、令和６年度の住民税均等割のみ課税者または
住民税均等割のみ課税者および住民税非課税者で
構成されている世帯の世帯主

￥　１世帯あたり10万円
申　対象者には申請書類を６月下旬に発送しました

　給付の対象となる人には、７月上旬に通知または
確認書を送付します。内容を確認し手続きが必要な
人は期限までに手続きをしてください。

【通知（圧着ハガキ）が送られてきた人】
　マイナンバーによる公金受取口座の登録が確認で
きた人には、支給決定の通知を送付します。公金受
取口座に振り込みを行うため手続きは不要です。

【注意事項】
●�電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（追加分）または令和５年度物価高騰対
応重点支援給付金の対象者（受給の有無は問いません）は除きます
●�令和６年１月１日時点の住所地が本市でない場合や住民税の修正申告などにより後か
ら給付対象となった人は、給付金特設窓口に問い合わせてください
●�給付の対象となるかについて、電話やメールによる回答はできません

【こども加算給付】
対 �　令和６年６月３日時点で、市内に住民登録があ
り、令和６年度物価高騰対応重点支援給付金を受
給した、18歳以下の児童がいる世帯
　�※令和６年６月３日以降に出生した児童も申請に
より対象となります

￥　児童１人当たり５万円
申 �　申請書類を住民税非課税世帯および住民税均等
割のみ課税世帯への通知に同封しました
　　　　　　　　＊　　　　　＊　　　　　　　　
いずれも
申請期限　10月31日（木）

【確認書（封筒）が送られてきた人】
　振込先の口座などを確認するための書類を送付し
ます。通帳など口座が分かる物の写し、運転免許証
など本人確認ができる物の写しを添付の上、期限ま
でに同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限　10月31日（木）

【注意事項】
　給付の対象となるかについて、電
話やメールによる回答はできません。

▲市HP

▲市HP

　物価高騰の影響により、厳しい状況にある生活者を支援するため、物価高騰対応重
点支援給付金を支給します。詳しくは通知や市HPを確認してください。

　令和６年度税制改正において行われる定額減税の
対象者のうち、定額減税を十分に受けられないと見
込まれる人に対し、調整給付金として差額を給付し
ます。詳しくは通知や市HPを確認してください。
対 �　「令和６年分推計所得税額」、「令和６年度分個
人住民税所得割額」のいずれかが、定額減税可能
額を下回ると見込まれる人（定額減税をしきれな
い人）

対象者には通知または確認書を送付します

　通知や確認書の内容に関する問い合わせを、
調整給付金コールセンター（☎01２0−９55−４
９４）で受け付けます。
時　平日の午前８時30分～午後５時15分

確認書の内容などに関する問い合わせは
調整給付金コールセンターで受け付けます

▲市HP


